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「
あ
な
た
の
そ
ば
で
県
議
会
」

（
大
島
地
域
）
の
開
催

　■お問合わせ先　 鹿児島県議会事務局総務課　☎ 099 － 286 － 5013
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  FAX 099 － 286 － 5655

県
議
会
で
は
、
議
員
が
地
域

に
出
向
き
、
県
民
と
諸
課
題

な
ど
に
つ
い
て
意
見
交
換
を

行
う
「
あ
な
た
の
そ
ば
で
県

議
会
」（
大
島
地
域
）
を
開

催
し
ま
す
。（
入
場
無
料
）

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

感
染
状
況
等
に
よ
り
延
期
さ

せ
て
い
た
だ
く
場
合
も
あ
り

ま
す
。

参
加
時
は
、
マ
ス
ク
の
着
用

を
お
願
い
し
ま
す
。

■
日
時

令
和
３
年
10
月
30
日
㈯

13
時
～
15
時

■
場
所

和
泊
町
（
防
災
拠
点
施
設
）

や
す
ら
ぎ
館

■
内
容

テ
ー
マ

「
あ
な
た
の
考
え
る
大
島
地

域
の
振
興
策
」

空
き
家
バ
ン
ク
登
録
物
件
募
集

　■お問合わせ先　 企画課企画振興係　☎ 0997 － 72 － 1112

空
き
家
バ
ン
ク
登
録
の

お
願
い
で
す
。

空
き
家
バ
ン
ク
と
は
、

家
を
貸
し
た
い
・
売
り

た
い
方
と
、借
り
た
い
・

買
い
た
い
方
を
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
活
用
し
て

繋
げ
る
制
度
で
す
。

引
越
し
た
い
け
ど
引
越

せ
な
い
、
住
み
た
く
て

も
住
め
な
い
と
い
う
方

が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
課
題
解
決

の
為
に
、
空
き
家
バ
ン

ク
の
活
用
を
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

制
度
に
つ
い
て
詳
し
く

知
り
た
い
と
い
う
方
は

お
気
軽
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も

制
度
に
つ
い
て
の
説
明

が
あ
り
ま
す
の
で
ご
確

認
下
さ
い
。

■
日
時

常
時
募
集

■
場
所

瀬
戸
内
町
内

■
対
象

空
き
家
所
有
権
を
お
持

ち
の
方

▽町ホームページ

【
遺
言
や
大
切
な
契

約
を
公
正
証
書
が
守

り
ま
す
。】

人
生

100
年
時
代
が
到

来
し
、
終
活
に
遺
言

書
を
活
用
す
る
方
が

増
え
つ
つ
あ
り
ま

す
。
遺
言
に
早
す
ぎ

る
と
い
う
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
遺
言
を

先
送
り
に
し
た
結

果
、
い
ざ
遺
言
を
し

よ
う
と
し
た
と
き
に

は
、
認
知
症
、
不
慮

の
死
な
ど
で
手
遅
れ

と
い
う
事
態
も
少
な

く
あ
り
ま
せ
ん
。今
、

判
断
能
力
が
あ
る
う

ち
に
、
将
来
の
備
え

と
し
て
、
遺
言
や
任

意
後
見
契
約
そ
の
他

各
種
契
約
を
公
正
証

書
で
作
成
し
、
安
心

し
た
老
後
を
過
ご
し

ま
せ
ん
か
。

そ
の
ほ
か
、
金
銭
の

貸
し
借
り
、賃
貸
借
、

離
婚
に
伴
う
子
ど
も

の
養
育
費
の
支
払
い

や
慰
謝
料
な
ど
の
契

約
を
公
正
証
書
で
作

成
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
相
談
は
無
料

で
す
の
で
、
ご
予
約

の
上
、
お
気
軽
に
ご

来
庁
く
だ
さ
い
。

な
お
、同
週
間
中
は
、

開
庁
時
間
外
に
つ
い

て
も
対
応
い
た
し
ま

す
の
で
、
相
談
を
希

望
す
る
方
は
、
ご
予

約
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

10
月
1
日
～
7
日
は「
公
証
週
間
」で
す
。

■お問合わせ先　名瀬公証人役場（8：30 ～ 17：15）奄美市名瀬小浜町 4 番 28 号（AIS ビル４F）
　　　　　　　　☎ 0997 － 52 － 2661
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全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間
　■お問合わせ先　 鹿児島地方法務局人権擁護課　☎ 099 － 259 － 0684

女性をめぐる様々な人権問題の解決を図ることを目的として、「女性の人権ホットライン」強化週間
を実施します。相談内容は問いません。相談には、法務局職員又は人権擁護委員が応じ、秘密は固
く厳守されます。

■電話番号　　鹿児島地方法務局
　　　　　　　全国共通ダイヤル　050 ‐ 070 ‐ 810（ゼロナナゼロのハートライン）
　　　　　　　　　　　　　　　　（ＩＰ電話からは接続できません。）

■実施日時等　
（1）期間：令和３年 11 月 12 日（金）から 11 月 18 日（木）まで
（2）時間：平日　　　　　　午前８時 30 分から午後７時まで
　　　　　土曜日・日曜日　午前 10 時から午後５時まで
　　　※ただし、土曜日・日曜日においては、福岡法務局人権擁護部が一括して対応

■実施機関　　鹿児島地方法務局
　　　　　　　鹿児島人権擁護委員連合会

事業主の皆様へ

10 月は「年次有給休暇取得促進期間」です
　■お問合わせ先　 鹿児島労働局　雇用環境・均等室　☎ 099 － 223 － 8239

（※２）年次有給休暇の付与は原則 1 日単位ですが、労使協定を締結すれば年５日の範囲内で
時間単位の取得が可能となります。

（※１）年次有給休暇の付与日数のうち、5 日を除いた残りの日数に
ついては、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ること
ができる制度です。この制度を導入している企業は導入していない
企業よりも年次有給休暇の平均取得率が高くなる傾向にあります。
令和 2 年就労条件総合調査によると、年次有給休暇の計画的付与制
度がある企業割合は 43.2％と、前年調査より 21.0 ポイント増加し
ています。

10 月は「年次有給休暇取得促進期間」です。年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り
組みましょう。
新型コロナウイルス感染症対策として、新しい生活様式が求められる中、新しい働き方・休み
方を実践するためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付
与制度（※１）や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年
次有給休暇制度（※２）の導入が効果的です。
詳しくは、鹿児島労働局雇用環境・均等部（室）にお問い合わせください。
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ご
存
知
で
す
か
？
国
民
年
金
の
任
意
加
入
制
度

　■お問合わせ先　 町民生活課国民年金係　☎ 0997 － 72 － 1060

老
齢
基
礎
年
金
（
65

歳
か
ら
受
け
ら
れ
る

年
金
）
は
、
20
歳
か

ら
60
歳
に
な
る
ま
で

の
40
年
間
保
険
料
を

納
め
な
け
れ
ば
、
満

額
の
年
金
を
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。

国
民
年
金
保
険
料
の

納
め
忘
れ
な
ど
に
よ

り
、
保
険
料
の
納
付

済
期
間
が
40
年
間
に

満
た
な
い
場
合
は
、

60
歳
か
ら
65
歳
に
な

る
ま
で
の
間
に
国
民

年
金
に
任
意
加
入
し

て
、
保
険
料
を
納
め

る
こ
と
に
よ
り
、
満

額
に
近
づ
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。（
国

民
年
金
の
任
意
加
入

は
、
お
申
し
出
し
た

日
か
ら
と
な
り
ま

す
。）

な
お
、
老
齢
基
礎
年
金
を

受
け
る
た
め
に
は
保
険
料

の
納
付
済
期
間
や
保
険
料

の
免
除
期
間
等
が
原
則
と

し
て
10
年
以
上
必
要
と
な

り
ま
す
が
、
こ
の
要
件
を

満
た
し
て
い
な
い
場
合

は
、
70
歳
に
な
る
ま
で
任

意
加
入
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。（
た
だ
し
、
昭
和

40
年
４
月
１
日
以
前
に
生

ま
れ
た
方
に
限
ら
れ
ま

す
。）

ま
た
、
海
外
に
在
住
す
る

日
本
国
籍
を
持
つ
方
も
国

民
年
金
に
任
意
加
入
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
詳
し

く
は
、
町
役
場
国
民
年
金

係
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

国
民
年
金
保
険
料
免
除
等
の

申
請
に
つ
い
て

　■お問合わせ先　 町民生活課国民年金係　☎ 0997 － 72 － 1060

保
険
料
が
納
め
忘
れ
の
状
態
で
、

万
一
、
障
害
や
死
亡
と
い
っ
た
不

慮
の
事
態
が
発
生
す
る
と
、
障
害

基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
を
受

け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

経
済
的
な
理
由
等
で
国
民
年
金
保

険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な

場
合
に
は
、
保
険
料
の
納
付
が
免

除
・
猶
予
と
な
る
「
保
険
料
免
除

制
度
」
や
「
納
付
猶
予
制
度
（
50

歳
未
満
）」
が
あ
り
ま
す
の
で
、

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
失
業
等
に
よ
り
保
険
料
を

納
付
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
た

も
の
の
、
申
請
を
忘
れ
て
い
た
期

間
が
あ
る
方
は
、
町
役
場
国
民
年

金
窓
口
へ
ご
相
談
下
さ
い
。

古
仁
屋
小
学
校
附
属
幼
稚
園
の
園
児
募
集

　■お問合わせ先　 古仁屋小学校附属幼稚園　☎ 0997 － 72 － 1643

■
募
集
期
間

令
和
３
年
11
月
１
日

㈪
～
令
和
３
年
12
月

３
日
㈮

■
募
集
園
児

▽
５
歳
児

平
成
28
年
４
月
２
日

～
平
成
29
年
４
月
１

日
ま
で
に
生
ま
れ
た

子
ど
も

▽
４
歳
児

平
成
29
年
４
月
２
日

～
平
成
30
年
４
月
１

日
ま
で
に
生
ま
れ
た

子
ど
も

▽
３
歳
児

平
成
30
年
４
月
２
日

～
平
成
31
年
４
月
１

日
ま
で
に
生
ま
れ
た

子
ど
も

■
保
育
内
容

遊
び
の
中
か
ら
人
間

と
し
て
「
豊
か
な
感

性
」「
思
い
や
り
の

あ
る
心
」「
生
き
る

力
」
を
育
み
ま
す
。

■
保
育
時
間

・
月
、
火
、
木
、
金

午
前
８
時
15
分
～
午
後

２
時

・
水
曜
日　

午
前
８
時
15
分
～
午
11

時
45
分

■
預
か
り
保
育

幼
稚
園
の
教
育
時
間
終

了
後
、
家
庭
の
事
情
等

に
よ
り
保
育
を
必
要
と

す
る
在
園
児
を
午
後
６

時
ま
で
預
か
り
ま
す
。

※
入
園
願
書
は
、
教
育

委
員
会
総
務
課
又
は
附

属
幼
稚
園
に
置
い
て
あ

り
ま
す
。
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登
記
名
義
人
お
よ
び
相
続
人
等
の
情
報
提
供

■お問合わせ先　財産管理課地籍調査係　☎ 0997 － 72 － 1196

国
土
調
査
法
に
基
づ
く
地
籍
調

査
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
表
中

の
登
記
名
義
人
お
よ
び
相
続
人

等
の
消
息
が
不
明
な
た
め
、
広

く
情
報
提
供
を
求
め
ま
す
。

関
係
者
の
消
息
情
報
を
お
持

ち
の
方
は
些
細
な
事
で
も
構

い
ま
せ
ん
の
で
連
絡
を
お
願

い
し
ま
す
。

成年年齢引き下げまで半年を切りました

★成年に達すると、親など法定代理人の同意なしに契約ができるようになりますが、一度交わした

　契約は簡単には取り消すことはできません。成年になるということは、自分の行動に責任を持つ

　ということでもあります。

★成年になったときに困らないよう、契約に関する知識や様々なルールを学び、

　本当に必要な契約かよく検討する力を身につけておくことが重要です。

★困ったときには、一人で悩まずすぐに相談することが大切です。

令和 4 年 4 月から成年年齢が 18 歳に引き下げられます。

【若者へのアドバイス】

▽消費生活相談窓口
消費者ホットライン　　　　☎ 局番なし　188　　　鹿児島県消費生活センター　☎ 099 － 224 － 0999
瀬戸内町消費生活相談窓口　☎ 0997 － 72 － 0640　（大島消費生活相談所　　　 ☎ 0997 － 52 － 0999）
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J
シ
ス
テ
ム
（
補
助
金
・
助
成
金
自
動
診
断

シ
ス
テ
ム
）
の
ご
案
内

J
シ
ス
テ
ム
は
、
株

式
会
社
ラ
イ
ト
ア
ッ

プ
社
が
提
供
す
る
シ

ス
テ
ム
で
、
コ
ロ
ナ

禍
に
お
け
る
各
事
業

所
の
事
業
経
営
の
安

定
化
を
図
る
た
め
、

受
給
可
能
な
補
助

金
・
助
成
金
を
自
動

診
断
し
ま
す
。【
無

料
】

ま
た
、
診
断
結
果
に

基
づ
い
て
、
各
種
助

成
金
等
を
申
請
す
る

こ
と
も
で
き
、
申
請

に
係
る
手
間
の
軽
減

及
び
十
分
な
助
成
金

額
を
獲
得
す
る
た
め

の
サ
ポ
ー
ト
を
行
い

ま
す
。【
有
料
】

※
相
談
や
申
請
サ

ポ
ー
ト
は
株
式
会
社

ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
社
が

行
い
ま
す
。

　■お問合わせ先　 企画課産業立地係　☎ 0997 － 72 － 1112

▽診断スタート画面

瀬戸内町　J システム

『こんな時にも届出が必要です』
～瀬戸内町国民健康保険に関するお知らせ～

　■お問合わせ先　 保健福祉課保険給付係　☎ 0997 － 72 － 1068

※その他、国民健康保険に加入するとき・国民健康保険を離脱するときなどにも届出が必要になります。

ご不明なことがありましたら、瀬戸内町保健福祉課の国民健康保険窓口へご相談下さい。


